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延岡市の危機管理体制について

延岡市における災害について

延岡市の災害対策～医療・福祉と関わる主な取組～

災害時の連携について

本日の構成



延岡市の危機管理体制について

令和７年度　危機管理部が発足



延岡市における災害について



南海トラフ巨⼤地震の想定について
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延岡市内の被害想定について

（死者数）  約 ３，３００人

（避難者数） 約４６，０００人

（全壊・消失）約１７，０００棟

（浸水⾯積） 約 ３，１１０ｈａ



津波

地震 火災

全国で頻発する自然災害
～能登半島地震～



災害が起きると・・・

人命への影響（負傷者の発生、持病の悪化）
生活環境の悪化（インフラ、トイレ・入浴環境、避難所環境）
医療・福祉への影響（医療機関の被災、在宅医療・福祉サービスの停止）

R6.8.27石川県珠洲市内避難所にて撮影



【自助】市民一人ひとりの備え・行動「自ら命を守るための備えと判断」

・個別避難計画、マイタイムライン
・避難確保計画（要配慮者利用施設）
・ハザードマップの活用

【共助】地域・多様な主体による支え合い「地域で支え、つなぐ防災体制」

・災害ボランティアとの連携
・自治会、自主防災組織との連携
・要配慮者の状況把握（避難行動要支援者名簿、個別避難計画）

【公助】行政による基盤整備・環境づくり「命と生活を支える仕組みづくり」

・避難所運営マニュアルの改訂
・災害用トイレカー・AIシャワーの導入
・災害用備蓄の拡充
・避難所環境の改善
・津波避難タワーの整備

延岡市の災害対策

〜自助・共助・公助の重層的取り組み〜




1
実施主体


市町村(努力義務)［計画作成の主体は当事者本人及び家族と地域］

2
計画に定める内容

3
本人同意


計画作成については、避難行動要支援者の同意が必要




※本人や代理人の理解と同意なくしては、計画を作ることができません。

(1)避難行動要支援者 (2)避難支援等実施者 (3)避難先

・氏名、生年月日、性別 ・氏名 ・避難施設、避難場所

・住所、連絡先 ・住所 ・避難経路(地図は任意)

・支援を必要とする理由 ・連絡先

個別避難計画の取り組み


個別避難計画とは、高齢者や障がい者など、災害時に一人で避難することが困難な
方（避難行動要支援者）について、「いつ」「どこへ」「誰（避難支援等実施者）と一
緒に」「どうやって」避難するかを、あらかじめ具体的に決めておく計画のこと



個別避難計画の取り組み
●福祉専門職への作成委託業務(令和７年度～)
市が福祉事業所に作成支援を委託する。
介護サービス事業所及び障がいサービス事業所ごとへ作成対象者(利用者)一覧
表を作成し、その各福祉事業者ごとに作成依頼を行う。
福祉事業所に対して、作成件数に応じて委託料を市が支払う。

延岡市
福祉事業所

(居宅介護支援事業所・相談支援事業所など)

②名簿情報提供の同意確認

対象者

①対象者の抽出

③計画作成を依頼

④契約締結

⑥計画提出

⑤計画作成

⑦委託料の支払い



個別避難計画の取り組み

【取組の背景・目的】
・避難行動要支援者一人ひとりに応じた避難行動を確
保するため、実効性のある計画の作成が必要
・日常的に本人、家族と関わる福祉専門職の知見を活
かし、平時の支援と災害時の避難をつなぐ仕組みとし
て、作成業務を委託

【福祉専門職への委託の特徴】
・本人の生活状況、支援体制を把握した上での計画作成
・継続的な関わりによる計画の更新・見直し
・行政職員の負担軽減と作成の加速化

【福祉専門職への説明会実施状況】
・実施日：令和７年12月21日～23日
　　　　　　　　　　　※計5回実施
・参加事業所数：49事業所

【委託契約の現状】
・受託希望事業所数：25事業所
・委託事業所数：19事業所（令和8年2月20日現在）
・作成予定者数：68名



電子での作成
作成及び市への提出を簡素化
するため、手続きフォームか
ら必要事項を入力することに
より個別避難計画が作成・提
出可能。
QRコードやURLから、いつで
も・どこでもスマホやタブレ
ットで作成が可能に!!

個別避難計画の取り組み NEW

＜入力フォーム＞



避難確保計画（要配慮者利用施設）

市町村の地域防災計画に位置付けられた
高齢者施設等の要配慮者施設は、以下の
対応が義務化されている。
・避難確保計画の作成・報告
・訓練の実施・報告

〇現在の対象施設（延岡市）
洪水・土砂災害のおそれがある施設
社会福祉施設や学校、医療施設（約500施設）

〇令和8年度以降の対象施設
洪水・土砂災害、津波のおそれがある施設
300施設以上が追加で作成対象に!!

津波災害警戒区域の指定

洪水浸水区域の見直し（中小河川の追加）

内水氾濫（内水ハザードマップ）の公表



災害ボランティア連携

【基本的な考え方】
・災害ボランティアは、地域を支える重要な担い手
・片付けだけ作業に限らず、多様な支援を担う存在
・行政、社会福祉協議会、関係団体が役割分担のもと連携

【連携の枠組み】
・災害時に、災害ボランティア総合本部（災害ボランティ
ア窓口）を中心に被災者のボランティアニーズを拾い、行
政、社協、NPO・ボランティア団体が連携し、適切な支援
につなぐ

【これまでの経過】
令和７年５月　延岡市災害ボランティア連携方針策定　
令和７年12月　第１回延岡市災害ボランティア総合本部連絡調整会議の実施　
令和8年～　　
関係団体との災害時の連携、平常時から顔の見える関係構築

第１回延岡市災害ボランティア総合本部連絡調整会議
【災害ボランティアが担う主な支援】
住居の片付け・清掃、家具の移動、生活環境の整理、
物資の仕分け・配布支援、避難所の生活支援、ペット支援

災害時連携フロー図



避難所の環境改善
避難所運営マニュアルの改訂

優先開設避難場所

・避難所運営マニュアル（事前準備編、開設・運営編）を
 R３.３に策定（内閣府「避難所運営ガイドライン
 (H28.４)」に基づくもの）
・その後の国のガイドラインの改訂や能登半島地震におけ
 る避難所運営上の諸課題等を踏まえ、運営マニュアルの
 改訂を⾏う
・主要な避難所のレイアウト図を作成
・必要に応じて地域住民（地元区長や⾃主防災組織、消防
 団、地域関係者等）の意⾒も考慮

・指定緊急避難場所のうち、災害の発⽣が予測される段階でいち早く開設する避難施設
・指定緊急避難場所（⾵水害時）76か所のうち、地域バランス等を考慮した13か所と役所、支所指定
＜開設基準＞
 これまで：⼟砂災害警戒情報が発表されたとき(災害警戒本部)
 R7.5〜：⼤⾬警報(⼟砂災害)が発表されるなど⼟砂災害の危険性が高まったとき(情報連絡本部)



トイレカー・AIシャワーの購入

・2人分の水の量で約100人がシャワー利用可能。



災害時の備蓄



【主な連携主体と役割（例）】

行政
・災害対策本部の設置、調整
・情報集約、関係機関への共有
・全体調整、支援のコーディネート

医療機関・医療関係者
・傷病者への医療対応、慢性疾患患者への継続医療
・医療ニーズの把握と行政への情報提供
・避難所等での健康管理支援

DMAT（災害派遣医療チーム）
・発災直後の急性期医療支援
・医療機関の機能維持・支援
・重症者のトリアージ・搬送調整
・医療体制の早期立ち上げ支援

福祉事業所・福祉専門職
・要配慮者の安否確認、個別避難計画に基づく支援の実施
・福祉サービスの継続・調整
生活課題の把握と行政への共有

民生委員・児童委員
地域における見守り・安否確認
要配慮者の状況把握
行政・社協への情報提供
地域住民との橋渡し役

災害時の連携

〜それぞれの支援をつなぎ、支援を切れ目なく〜

【災害時の連携の基本的な考え方】
・災害対応は一つの組織だけで完結しない
・それぞれの強みを生かし、役割分担のもと連携
・平常時からの情報共有と調整が大切

自治会・自主防災組織
・地域内の避難誘導、安否確認
・避難所運営への協力
・地域内情報の集約・共有

NPO・災害支援団体
・専門性を活かした被災者支援
・行政・社協では対応しきれない
ニーズへの対応
・中長期的な生活再建支援
・外部支援とのコーディネート

企業・民間事業者
・物資・サービスの提供
・人的支援（社員ボランティア等）
・インフラ・物流の確保
・BCPに基づく地域支援


ボランティア
・被災家屋の片付け・清掃
・生活支援（買い物支援、見守り等）
・避難所運営の補助
・被災者の心の支えとなる関わり

【連携を円滑にするために】
・平時からの顔の見える関係づくり
・情報共有ルールの確認
・「できること・できないこと」の整理

【目指す姿】
・必要な人に、必要な支援が、適切なタイミングで届く
・現場が混乱しない、整理された支援体制
・連携が当たり前に機能する地域



おわりに、

災害時に本当に力になるのは、
特別な仕組みよりも、
日常の中で積み重ねられた関係性です
   
医療や福祉の現場で培われてきた
そのひとつひとつの関わりが、
非常時には、命を支える大きな力になります

延岡市は、
皆さまとともに、
日常と非日常がつながる防災を作っていきます
   



今回の取り組みや気になることがありましたら、

お気軽にご連絡ください！

延岡市危機管理部災害支援課

TEL：22-7087

メール：saigai@city.nobeoka.miyazaki.jp


お問い合わせ


